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令和６年 11 月 19 日（火）から同年 12 月 19 日（木）まで実施した（仮称）かすがいこどもまんなかプラン（中間案）に

対する市民意見公募手続（パブリックコメント）において、市民から提出された意見及びこれに対する当市の考え方を公表

します。 

 

１ 意見提出者及び意見の数 

意見提出者 ８名、意見数 20 項目 

 

２ 提出された意見及びこれに対する市の考え方 

別紙のとおり 

 

３ その他 

  パブリックコメントの結果は、市ホームページでもご覧いただけます。 

ホームページアドレス  https://www.city.kasugai.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）かすがいこどもまんなかプラン（中間案）に 

対する市民意見公募の結果について 

問い合わせ先 春日井市こども未来部子育て推進課 

〒486-8686 春日井市鳥居松町５丁目 44 番地 

電話：0568-85-6206 FAX：0568-85-3786 

E-mail:kosodate@city.kasugai.lg.jp 

資料１ （案） 
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提出された意見及びこれに対する市の考え方  

 

№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

１ ４章 

就学前児童の

教育・保育の

提供 

保育園について、定員割れの園と募集人員

以上の申し込みがある園とが生じるのは

仕方のないことだが、定員割れが続く園が

あっても統合したり閉園したりしないで

ほしい。加えて規制緩和の下で設置された

園は砂場がないなど不十分と思える設備

からしっかりと充実した設備を持つよう

に何らかの指導が必要ではないか。 

保育園、認定こども園は小学校と異なり、居住区域によっ

て通う園が決まるものではありません。また、今後も少子

化が続くことや市内でも地域によって人口の増減幅が異な

ることが予想されており、入園希望者の減少により、効果

的な園運営が難しくなれば統合、閉園もやむを得ない状況

は、ありうると考えています。 

勝川地区など人口増加地域の園では、地価の高騰やまとま

った敷地の取得が難しい等の理由で、園庭が狭い園もあり

ます。しかしながら、愛知県の認可基準は満たしているこ

と、それ以上の敷地を確保することが物理的に困難である

ことから、園庭を確保するように指導していく予定はあり

ませんが、必要に応じて近隣の公園等も活用しながら保育

内容の充実に努めていきます。 

２ ４章 

多様な保育事

業の提供 

こどもだれでも通園制度を実施するにあ

たり、保護者の就労の有無だけでなく医療

的ケア児を含めた障がいのある子どもに

ついても明記し、本制度から医療的ケア児

が外されないようにしてほしい。 

こども誰でも通園制度は児童福祉法において規定されてお

り、国から示されている資料では、医療的ケアも含めた障

がいのあるこどもも対象とされています。 

インクルーシブ保育等について、基本目標２の（３）障が

いのあるこどもへの支援にて取組を記載しています。 

３ ４章 

学び・体験す

る機会の提供 

文化財団が開催している「どこでもアー

ト・ドア」は、学校の希望により開催され

ており、開催校が偏っているため、鑑賞や

体験の機会を増やすより、学校が芸術やス

ポーツの鑑賞や体験する機会を受け入れ

られる体制を整える必要がある。 

こどもの頃の⽂化芸術活動の体験は、豊かなこころや⾃ら

学ぶ意欲を育み、地域への愛着や誇りを育てます。いただ

いたご意見は、学校における文化芸術に触れる機会の確保

を図っていく際の参考とさせていただきます。また、学校

活動に限らず、小中高生が、安価に芸術鑑賞ができる「学

生の特券」など、こどもが文化芸術に親しむことができる

機会を継続的に提供していきます。 
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№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

４ ４章 

学び・体験す

る機会の提供 

市内の各中学校の生徒会同士が意見交換

する場を創設してほしい。 

他校の生徒会との交流は、生徒たちの自主的・主体的な姿

勢を育み、各中学校における生徒会活動の充実を図ること

が期待できます。 

いただいたご意見については、生徒会活動の活性化を図っ

ていく際の参考とさせていただきます。 

５ ４章 

学び・体験す

る機会の提供 

地域クラブ活動について、春日井市が先駆

的に中学校部活の土日活動を地域に移行

したことは素晴らしいと思う。ただ、活動

に要する費用はどうなっているのか分か

らないが、貧困家庭の生徒が参加できない

ようなことがないようにしてほしい。 

現在の地域クラブ活動は、市教育委員会の管理下にあり、

各指導員により運営されており、指導員の報酬などは、市

が負担しております。大会参加費など運営にかかる費用は、

それぞれの地域クラブが、参加生徒の保護者に負担いただ

いております。 

令和 10 年 10 月以降、市教育委員会の管理から地域へ移行

された後の、指導員の報酬や運営費には、地域クラブに参

加する生徒の保護者にご負担いただく会費を充てることを

想定しています。 

今後、地域クラブの運営に必要な費用が保護者の大きな負

担とならないよう検討していきます。 

６ ４章 

学習環境・生

活環境の向上 

学校の数を減らすのにあわせて、新校舎を

建設し、スクールバスを導入する。 

児童生徒の減少が進む中、より良い教育環境の実現に向け

て、小中学校の適正規模などを検討していくための基本的

な考え方を示した、「小学校・中学校の適正規模等の基本的

な考え方」を策定しているところです。今後、保護者や地

域、関係者の皆様とともに議論を積み重ね、各地区や各学

校の具体的な方向性を検討していきます。 

７ ４章 

学習環境・生

活環境の向上 

大人の目が届きにくい在宅学習には反対

である。 

コロナ禍など休校せざるを得ない状況においては、在宅学

習をせざるを得ませんが、児童生徒と教員との双方向のや

りとりに努めるなど、できる限り教員の目が届くよう努め

ます。 
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№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

８ ４章 

学習環境・生

活環境の向上 

不登校をはじめとする教育問題について、

春日井市の不登校児童生徒は多いと言わ

れており、春日井スタンダードが徹底され

るようになり、徐々に増えてきたと感じ

る。授業規律はある程度必要だが、規律の

徹底により、自由に意見が言えないような

授業が行われるとも聞くので、学校をこど

もたちの物に取り戻す観点でもう少し考

えを深めてほしい。 

学習規律は、児童生徒が安心して授業に臨むために必要な

マナーとして、各校で指導しています。このマナーが主体

的・対話的で深い学びの土台となっていると捉えておりま

す。 

９ ４章 

学習環境・生

活環境の向上 

春日井市はモデルケースとして ICT教育を

先んじて進めてきたが、こどもたちのスマ

ホ依存症も増え、思考が浅くなり、言語活

動が未発達のままこども同士のトラブル

も増えてきている。教育や医療などの専門

家達からは警鐘が鳴らされており。このま

ま進んでいってはいけないと思っている。 

こどもたちがこれからの社会で生きていくために必要な資

質・能力を育むため、１人１台端末をはじめとするＩＣＴ

を有効活用して自ら学び続ける児童生徒の育成に取り組ん

でいます。一方で、紙の教科書やノートを使用した授業も

重要であると考えており、両方の利点を生かした教育を進

めています。 

今後も、引き続き、総合的な学習の時間等を活用し、情報

モラル教育にも取り組んでいきます。 

10 ４章 

放課後の居場

所の確保 

スタディルームについて、祝日も利用可能

とされているが、月ごとのスケジュールに

祝日の状況の記載がないため、記載してほ

しい。 

スタディルームについては、土曜日、日曜日、祝日、夏休

みなどの学校の長期休暇期間に実施しています。月曜日、

年末年始などの施設休館日、空き室がない日は利用できま

せん。 

なお、月曜日が祝日の場合は休館日となってしまうため、

スタディルームの実施はありません。それ以外の祝日につ

いては、スケジュール表の日付を赤文字にするなど、利用

者にわかりやすいように変更します。 

  

 

 

  



5 
 

№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

11 ４章 

いじめ・不登

校への対応 

不登校の児童生徒を減らすため、円滑な支

援が必要である。 

一人ひとりの児童生徒の状況に応じた支援を提供できるよ

う、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

による相談・支援及び、不登校相談の実施、教育支援セン

ターあすなろや登校支援室の運営、心の教室相談員の配置

など、引き続き支援に取り組んでいきます。 

12 ４章 

いじめ・不登

校への対応 

スクールカウンセラーへ相談しやすい環

境を醸成するため、決まった時間に相談室

にいるだけでなく、スクールカウンセラー

が生徒と一緒に給食を食べるなど普段か

ら生徒との関わりを持ち、相互の関係を構

築する。 

スクールカウンセラーが小中学校を巡回し、児童生徒から

の相談に対し、傾聴及び助言を行い、相談者の抱える悩み

等の軽減を図っています。給食の巡回などは、コロナ禍で

中止しておりましたが、現在は学校の実情に応じて再開し

ているところです。 

いただいたご意見については、今後の相談体制の充実を図

っていく際の参考とさせていただきます。 

13 ４章 

いじめ・不登

校への対応 

不登校の人数はかなり増えており、相談す

る場所を増やしても、相談に対する解決策

を答えてくれないと、意味がない。スクー

ルカウンセラーは、傾聴はするが、助言が

無いので、解決しないという友人もいる。

スクールカウンセラーが個々の問題に対

して相談者の意志を尊重し、対応できる人

材の育成をしてほしい。 

 

不登校の要因はさまざまなものが考えられます。一人ひと

りの児童生徒が、心が安らぐ居場所をみつけ、心の回復が

できるよう取り組んでまいります。また、スクールカウン

セラーはカウンセリングに関して専門的な知識と経験を有

する者を配置しています。個別の研修を通じて、業務に対

する理解を深めていますが、今後もより一層生徒に寄り添

った対応ができるよう研修等を通じて、スキル向上を図っ

ていきます。 

14 ４章 

こども・若者

の権利に関す

る理解促進 

中学生を対象とした市長や市職員との意

見交換会を開催してほしい。 

広く市民の提案・意見等を聴取し、市政に反映させるとと

もに、市政に対する理解と信頼を深めるため、小学生と市

長の対話をしています。 

いただいたご意見については、こどもの意見や提案を幅広

く聴取する際の参考とさせていただきます。 
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№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

15 ４章 
こども・若者
の権利に関す
る理解促進 

こどもの意見表明権は、特定の場だけでな
く日常のあらゆる場面で保障されるべき
であり、そのためにはこども自身に権利を
伝えるとともに、家庭や学校で意見を述べ
やすい環境を整えることが必要である。
「場を設ける」という計画案には形骸化の
懸念があり、大人への研修が重要である。

また、マクロだけでなくメゾやミクロレベ
ルでの取り組みが期待される。さらに、計
画案の概要版にある「社会参加」の目的に
至らなくても、自分の意見を表明してよい
ことをこどもたちに理解させる必要があ
る。 

すべてのこどもが幸福な生活を送るためには、「意見を表明
する権利」を含むあらゆる「こどもの権利」が守られる必
要があり、その権利保障推進のために、市では「こどもの
権利条例」の策定に向け準備を進めています。 
「こどもの権利」は、社会全体で守っていくことが必要不
可欠であることから、条例には保護者や学校、地域住民の
責務を明記する予定です。 

こどもの権利保障を推進していくには、条例策定後、こど
も自身にその権利を知ってもらうことはもちろん、それぞ
れの主体にも、条文に記載される責務を認識してもらうこ
とが必要であるため、市ホームページや広報誌、ＳＮＳ、
チラシといったさまざまな媒体により市全体に周知を進め
ていく予定です。 

16 ４章 
こども・若者
の権利に関す

る理解促進 

こどもの権利条例の策定やこどもの権利
の啓発、意見表明の促進といった施策が実
のあるものになるためには、こども・若者

の意見を聴くことができるかが重要であ
り、具体的には次のようなことが必要であ
ると考える。 
・こどもが普段から意見を言ったり、一緒
に実現に取り組むことができる拠点「こど
も若者センター」をつくること。 
・こどもオンブズパーソンやこどもアドボ
カシーセンターなどの独立専門コミッシ

ョナーが関わること。 
こどもの「参加する権利」が十分に保障さ
れることを期待する。 

すべてのこどもが幸福な生活を送るためには、「意見を表明
する権利」を含むあらゆる「こどもの権利」が守られる必
要があり、その権利保障推進のために、市では「こどもの

権利条例」の策定に向け準備を進めています。 
「こどもの権利」は、社会全体で守っていくことが必要不
可欠であることから、条例には保護者や学校、地域住民の
責務を明記する予定です。 
また、こどもの権利保障を推進していくには、条例策定後、
こども自身にその権利を知ってもらうことはもちろん、そ
れぞれの主体にも、条文に記載される責務を認識してもら
うことが必要であるため、市ホームページや広報誌、ＳＮ

Ｓ、チラシといったさまざまな媒体により市全体に周知を
進めていく予定です。 
こども若者センターやこどもオンブズパーソン等について
は、こどもの権利保障のための手段の１つだと考えますの
で、今後の参考にさせていただきます。 
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№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

17 ４章 

障がいのある

こどもへの支

援 

こどもが自閉症で学童を利用できないた

め放課後デイを利用したいが、自己負担額

が大きすぎるため利用するのを躊躇う。所

得制限撤廃か自己負担額の軽減を検討し

てほしい。 

放課後等デイサービスを含む障がい児通所支援につきまし

ては、児童福祉法に基づき、原則として費用の１割を利用

者が応能負担することとなっております。その一方で、世

帯の収入によって自己負担の上限額が設定されているな

ど、負担を軽減する様々な支援策が講じられています。ま

た、障がい児通所支援等給付サービスについては、近年利

用者数、利用実績ともに大きく増加しており、利用者負担

が妨げになっているとは認識しておりません。 

こうしたことから、所得制限の撤廃や、自己負担額の軽減

を行うことは考えておりません。 

18 ４章 

障がいのある

こどもへの支

援 

小学校では通級という制度があるが、頻度

や時間が少ないため、できないところがど

こまでカバーできるのかが不安。そのため

学習支援の塾を利用したいと思っている

が、利用額が高額になってしまう。普通級

と支援級の狭間のグレーゾーンの子ども

の学習支援として、公共の学習支援のサー

ビスの提供や学習支援の塾の利用額の補

助金を検討してほしい。 

現在のところ学習支援サービス提供や塾の利用に対する補

助の実施は考えておりません。 

19 ４章 

妊娠・出産・

子育ての不安

の軽減 

市全体の若返りや高齢者に偏った年齢構

成の是正が期待できる目玉施策として、こ

どもを出産した際に祝い金として、現金給

付や市内のベビー用品店や育児関連の物

品購入に使用できる金券の配付を行うべ

きである。 

現在、子育て世帯に対しては、主に児童手当や出産・子育

て応援給付金により経済的な支援を行っています。児童手

当については、令和６年 10 月から制度が拡充され、所得制

限の撤廃や高校生年代までの支給拡大、第３子以降の増額

など、幅広い子育て世帯が対象となる支援が始まりました。 

いただいたご意見につきましては、今後の子育て支援の参

考とさせていただきます。 

   

 

 



8 
 

№ 項目 意見の要旨 市の考え方 

20 ５章 

教育・保育、

地域こども・

子育て事業の

需要量と見込

みの確保策 

こども家庭センターについて、体制の充

実・強化、体制の構築と記載があるが、具

体的には何を指すのか。こども家庭センタ

ーについて、計画案に記載が少なくどの施

策をこども家庭センターが担うのか分か

りづらいため、センターとはどんなところ

なのか、ということから周知することも必

要と考える。 

こども家庭センターでは、新たに配置した統括支援員が中

心となり、母子保健と児童福祉が連携・協働し、支援方針

を一体化して作成するなど、これまで以上に迅速な対応を

行っています。また、支援内容の必要性を認識していただ

くため、支援対象者と一緒に支援計画を作成し、継続的に

寄り添った支援を実施しています。今後は、地域において

気軽に相談を行える「地域子育て相談機関」の設置か所数

を増やすなど、支援体制のさらなる強化を図っていきます。 

こども家庭センターの周知につきましては、母子健康手帳

の交付時に、全ての妊婦にリーフレットを手交し説明する

とともに、地域子育て支援拠点事業所などにもリーフレッ

トを設置しています。本計画案においては、こども家庭セ

ンターの主な取組みとして、「児童虐待の防止等と社会的養

護」と「妊娠・出産・子育ての不安の軽減」に記載してい

ます。 

 


